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第 10－152 図 

地区音響装置は、 
階段又は傾斜路に設けた 
煙感知器が火災を感知した場合は、 
防火対象物又はその部分の 
全区域を鳴動させる。 

５階  ⑶項ロ 200 ㎡ 

4 階  ⑶項ロ 200 ㎡ 

3 階  ⑶項ロ 200 ㎡ 

2 階  ⑷項  200 ㎡ 

1 階  ⑷項  200 ㎡ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

ａの場合 

 

 

 

  

  

  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

ｂの場合 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  
 

 
  

 

ｃの場合 

◎印は出火階を示す。 

○印は同時鳴動階を示す。 

△印は地階部分の鳴動と同時に鳴動させることができるよう指導すること。 

 
第 10－153 図 

(注) 

全 区 域 鳴 動 に よ る 火 災 警 報   

区 分 鳴 動 に よ る 火 災 警 報  

① 一定の時間（おおむね４分）が経過 
② 他の警戒区域からの火災信号等 
③ 発信機 
④ 火災の発生を確認した旨の信号 

（その１）音響により警報を発するものに係る鳴動切換方式の例 
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① 感知器作動警報から 

一定の時間（ＴＢ）(注)1 が経過 

① 他の警戒区域からの火災信号等 

② 発信機 

③ 火災の発生を確認した旨の信号 

全 区 域 鳴 動 に よ る 火 災 警 報   

区 分 鳴 動 に よ る 火 災 警 報  

①感知器作動警報から 
一定の時間（ＴＣ）(注)2 が経過 

② 他の警戒区域からの火災信号等 
③ 発信機 
④ 火災の発生を確認した旨の信号 

感知器からの火災信号 

（その２）音声により警報を発するものに係る鳴動切換方式の例 

１一定の時間（ＴＢ）が経過：感知器作動警報から火災警報までの時間 
２一定の時間（ＴＣ）が経過：区分鳴動から全区域鳴動までの時間 

(注) 

第 10－154 図 

区 分 鳴 動 に よ る 感 知 器 作 動 警 報   

 

 

 ⑷項  500 ㎡ 

第 10－155 図 
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（Ｐ型受信機を用いるもの） 

消火設備等 

受信機 
（予備電源内蔵） 

常用電源 

 耐熱配線 

 一般配線 

 表示灯 

 地区音響装置 

 Ｐ型発信機 

 感知器 

凡例 

（Ｒ型受信機を用いるもの） 

受信機から電源の 
 供給を受ける中継器 

受信機から電源の 
 供給を受ける中継器 

消火設備等 

受信機 
（予備電源内蔵） 常用電源 
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（アナログ式受信機を用いるもの） 

受信機から電源の 
 供給を受ける中継器 

受信機から電源の 
 供給を受ける中継器 

消火設備等 

常用電源 
受信機 

（予備電源内蔵） 

第 10－156 図 

凡例 

 

 
アナログ式感知器 

 

連動停止スイッチ箱 火災通報装置等 

移報用端子 

(注)  移報用端子には「火災通報装置等用」である旨を表示すること。 

第 10－157 図 
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移報用装置 連動停止スイッチ箱 火災通報装置等 

他の設備等へ 

接続用端子 

受信機 

１ 移報用装置は、多回路のものを使用し、受信機の移報用端子にすでに接続されていた設備 
等を接続替えすること。 

２  移報用装置の当該端子には「火災通報装置等用」である旨の表示をすること。 

(注) 

第 10－158 図 

主音響装置端子 主音響装置 

移報用装置 連動停止スイッチ箱 火災通報装置等 

他の設備等へ 

移報用端子 

受信機 

１ 移報用装置は、多回路のものを使用し、受信機の移報用端子にすでに接続されていた設備 
 等を接続替えすること。 
２ 移報用装置の当該端子には「火災通報装置等用」である旨の表示をすること。 
３音響停止スイッチには、「移報連動用」である旨の表示をすること。 
４ 接続用端子が設けられていない場合は、丸型圧着端子等により容易に配線が外れない措置 

を講じ、主音響装置に接続できるものとする。 

第 10－159 図 

(注) 
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主音響装置端子 主音響装置 

移報用装置 連動停止スイッチ箱 火災通報装置等 

接続用端子 

受信機 

１ 新たに接続用端子を設け、当該接続用端子及び移報用装置には、「火災通報装置等用」で 
ある旨の表示をすること。 

２  主音響装置停止スイッチには、「移報連動用」である旨の表示をすること。 
３ 接続用端子が設けられていない場合は、丸型圧着端子等により容易に配線が外れない措置 
を講じ、主音響装置に接続できるものとする。 

(注) 

第 10－160 図 


